
第一中改築中の校庭の開放について

ステップ １ 令和４年２月～８月頃 ステップ ２ 令和４年９月頃～令和５年６月頃

校庭として使用できるエリアは30～36m×90ｍ程度を想定。
令和４年２月頃屋外のトイレが撤去となり、以後使用不可
となる。
南側のナイター設備が使用できなくなる。

校庭として使用できるエリアは40m×90ｍ程度を想定。
南側、北側ともにナイター設備が使用できなくなる。
（仮設校舎北側外壁面に簡易照明は設置予定）
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着工前

校庭

（既存校舎）

～令和４年１月末頃

校庭

令和４年２月から令和11年8月頃まで第一中学校の改築工事を行います。
工事期間中、学校開放施設に影響がございます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただけますよう、お願いいたします。
工事エリアは、高さ３ｍ程度の仮囲いで囲みます。
工事エリア内にボールなどが入ってしまった場合、取りに行くことはできません。

既存屋外トイレ撤去
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ｽﾃｯﾌﾟ

設計

工事

令和５年度（2023年度） 令和６年度（2024年度）令和４年度（2022年度）年 令和２年度（2020年度） 令和３年度（2021年度） 令和11年度（2029年度）令和７年度（2025年度） 令和８年度（2026年度） 令和９年度（2027年度） 令和10年度（2028年度）

仮設校舎へ
▼引越し

仮設校舎建設

基本計画 基本・実施設計
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仮設校舎・既存体育館・ﾃﾆｽ解体
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ステップ５-2

小学校・中学校共同利用

令和３年11月30日
武蔵野市立第一中学校
改築懇談会（第９回）

資料４



ステップ ４

（新校舎完成 (小学校・中学校共同利用)

令和７年４月頃～令和９年12月頃 ステップ5-1 令和10年1月頃～令和11年3月頃

（外構工事 (プール・テニスコート整備含む)）

令和10年12月頃～令和11年8月頃ステップ5-2 完成 令和11年9月頃

校庭

校庭として使用できるエリアは21～31m×90ｍ程度を想定。
この期間、新校舎が第一中学校、仮設校舎が井之頭小学校
の校舎として使用される。工事は行わない。
令和７年４月頃より、新校舎内の開放用トイレが使用可と
なる。

工事エリア

校庭

校庭として使用できるエリアは27～29m×84ｍ程度を想定。
テニスコートが工事エリアに入るため、使用できなくなる。

工事エリア

グラウンド、テニスコートなどの外構工事に入る。
工事エリアを区切って、段階的に整備し、校庭として使
用できる部分を一定確保する予定だが、詳細は検討中。

校庭

ステップ ３ 令和５年７月頃～令和７年１月頃

校庭として使用できるエリアは14～24m×90ｍ程度を想定。

校庭

工事エリア

第一中学校の次に改築を予定している井之頭小学校
は、校地が狭く、学校運営をしながらの建替えができ
ないため、第一中学校敷地内の仮設校舎を井之頭小学
校として使用します。

そのため、第一中学校の工期が長くなり、学校開放
への影響の期間も長くなってしまいます。

工事期間中、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、
ご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたしま
す。

なお、ここに示したスケジュールは現時点での予定
となり、事業の進捗により変更となる可能性がござい
ます。ご了承いただけますようお願いいたします。

●学校改築の情報（武蔵野市ホームページ）
http://www.city.musashino.lg.jp/shisei_joho/sesaku_keikak
u/kyoikubu/1030335/1030645.html

●学校改築に関わる問い合わせ先
武蔵野市教育部教育企画課財務係学校改築担当
電 話 ０４２２－６０－１９７２
Eメール SEC-KYOUIKU@city.musashino.lg.jp

（新校舎・新体育館 建設）
（旧体育館・仮設校舎 解体）


